
 １　土木一式工事・電気工事・管工事・水道施設工事・上下水道土木工事

　

200万円 ∞
　 　

 ２　建築一式工事

200万円 ∞

 ３　上記以外の工事

　

200万円 ∞
　 　

※2 なお、工事の施工実績を求める入札案件については、この限りではありません。

　

（別表）

制限付き一般競争入札の参加対象工事の区分

指名競争入札 制限付き一般競争入札

3500万円 5000万円 4億円

1億円

主観点制限
対象工事

市内・準市対象工事市内業者対象工事

4億円

　ただし、水道施設工事、上下水道土木工事
等※1は、原則 制限付き一般競争入札で実施

制限付き一般競争入札

主観点制限対象工事 市内業者対象工事 市内・準市対象工事

6000万円

指名競争入札 制限付き一般競争入札

※1 水道施設工事、上下水道土木工事、災害復旧工事、河川改良工事、橋梁補修工事、指名競争入札で落札に至らなかった工事の入札は、原則 制限付き一般競
争入札で実施します。

市内業者対象工事 市内・準市対象工事

　 3500万円 　 4億円

　ただし、※1に該当する工事(水道施設、上下
水道土木工事を除く)は、原則 制限付き一般
競争入札で実施


